
令和７年度「広報せとうち」有料広告掲載業務仕様書 

 

１．業務の名称   令和７年度「広報せとうち」有料広告掲載業務 
      
２．業務の目的   自主財源を確保し、財政の健全な運営に資するとともに、市民に対

して有益な情報提供を充実させる。 
 
３．履行期間    契約締結日から令和８年３月３１日まで 
 
４．業務内容    広告代理店等取扱い業者（以下、「広告代理店」という。）における   

令和７年５月号～令和８年４月号の「広報せとうち」広告枠一括買

い上げによる広告掲載事業 
 
５．広報せとうちの概要 

 発行部数 １４,７００部 
規  格 Ａ４版 全ページカラー 

 発 行 日 毎月１日 
 配布地域 瀬戸内市全域 

   
６．広告の仕様 
 （１） 本業務の目的を達成し、広告の制作にあたっては、瀬戸内市広告掲載取扱要綱、

瀬戸内市広告掲載基準、「広報せとうち」広告掲載取扱要領を遵守すること。 
 （２） 広告枠の規格 
    ①広告掲載号 令和７年５月号～令和８年４月号の毎号 
    ②広告掲載箇所 裏表紙一面及び裏表紙前の見開き２ページの下部４分の１とす

る。 
    ③広告の規格  

＜裏表紙＞ 
縦２６０mm×横１８０mm 程度とし、１ページの最大８分の１まで分割で 
きる。 

     ＜裏表紙前の見開き２ページ＞ 
裏表紙の前ページ及び前々ページの下部４分の１のスペースで、１ページ

当たり縦６５mm×横１８０mm 程度とし、最大２分の１まで分割できる。 
    ④広告を掲載するページへの「全面広告」「広告」との文言の表記及び広告につい

ての説明を表記すること。 
    ⑤４色印刷に対応すること。 



７．広告の納品 
 （１）広告代理店は、広告案を原稿提出締切日までに、瀬戸内市広告掲載申込書（様式

第１号）に必要な書類を添えて、市長に申し込むものとする。 
 （２）広告代理店は、瀬戸内市広告掲載可否決定通知書（様式第３号）の通知を受けた

後、速やかに広告を Adobe Illustrator データで納品すること。 
 （３）文字校正は、原則として１回とする。校正期限については、秘書広報課の指定す

る日までに完了するものとする。 
  
  【原稿提出締切日】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．広告料の本市への納付  落札後、契約書にて定めるとおり、売り払い価格を一括で

市へ納付すること。 
 
９．広告枠最低売り払い価格 金１，１５２，０００円（消費税及び地方消費税は含まない）                         
 
１０．見積書の提出     
 （１）提出期限  令和７年２月１７日（月）午後５時 

（２）提出方法  持参または郵送（簡易書留に限る）とし、電子メールによる提出は

不可とする。 
         ※受付は、土・日曜日、祝日を除く、午前８時３０分から午後５時

まで 
 （３）提出場所  瀬戸内市役所 総合政策部 秘書広報課 
          〒７０１－４２９２ 岡山県瀬戸内市邑久町尾張３００番地１ 
 （４）金額の記入 見積金額は消費税及び地方消費税は含まない金額とする。 

号数 原稿提出締切日 
令和７年 ５月号 令和７年  ４月 １日（火） 
令和７年 ６月号 令和７年 ４月１４日（月） 
令和７年 ７月号 令和７年 ５月２２日（木） 
令和７年 ８月号 令和７年 ６月２０日（金） 
令和７年 ９月号 令和７年 ７月１６日（水） 
令和７年１０月号 令和７年 ８月１９日（火） 
令和７年１１月号 令和７年 ９月１６日（火） 
令和７年１２月号 令和７年１０月２１日（火） 
令和８年 １月号 令和７年１１月１９日（水） 
令和８年 ２月号 令和７年１２月１７日（水） 
令和８年 ３月号 令和８年 １月１４日（水） 
令和８年 ４月号 令和８年 ２月１７日（火） 



 
１１．その他  
 （１）本仕様書に記載のない事項について疑義を生じた場合は、秘書広報課と協議のう

え、決定するものとする。 
 （２）瀬戸内市広告掲載取扱要綱  別添 

（３）瀬戸内市広告掲載基準  別添 
 （４）「広報せとうち」広告掲載取扱要領  別添 

（５）質問がある場合は、令和７年２月７日（金）午後３時までに持参・郵送（令和７

年２月７日必着）・ＦＡＸまたは電子メールで提出すること。質問に対しての回答

は、令和７年２月１０日（月）に市ホームページ上に掲載する。 
 

１２．問い合わせ先 
   瀬戸内市役所 総合政策部 秘書広報課（担当：太田） 

電 話：０８６９－２４－７０９５ 
ＦＡＸ：０８６９－２２－３３０４ 
Ｅ-mail：hisyo@city.setouchi.lg.jp 


